
 

国の主な取組状況について 

 

１ 石油コンビナート等災害防止３省連絡会議の開催 

  平成 23 年以降、石油コンビナートにおいて多数の死傷者を伴う深刻な事故の発

生が継続したことから、平成 26 年２月に内閣官房の主導により３省（総務省消防

庁、厚生労働省及び経済産業省）も参加して「石油コンビナート等における災害防

止対策検討関係省庁連絡会議」を設置し、石油コンビナート等における重大な産業

事故災害に係る情報の交換及び原因調査・分析に係る連携、重大な産業事故災害の

防止並びに重大な産業事故災害の防止に向けた地方も含めた関係機関の連携強化

策について検討を行った。 

  その後、石油コンビナート等における重大事故防止に向けた国レベルでの連携を

強化するため、３省の審議官級で構成される石油コンビナート等災害防止３省連絡

会議（以下「連絡会議」という。）を平成 26 年５月に設置し、定期的に（年２回程

度）連絡会議を開催し事故情報や政策動向を共有してきた。また、重大事故が発生

した際には連絡会議を随時開催し、原因調査や再発防止について３省の情報・取組

を共有するとともに、現場での円滑な連携促進や３省共同での指導文書の発出等の

再発防止策の徹底について連携して対応することとされた。 

 

 

【地方も含めた関係機関の連携強化策】 
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【連絡会議の様子】         【３省共同運営サイト】 

 

２ 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要の公表 

  消防庁特殊災害室は、毎年１月１日から 12 月 31 日までの間に全国の石油コンビ

ナート等特別防災区域の特定事業所において発生した事故について、関係都道府県

から提出された「定期事故報告」をとりまとめ、事故の発生状況、被害状況及び教

訓となる事故事例（10 件程度）について「石油コンビナート等特別防災区域の特定

事業所における事故概要」として報道発表するとともに消防庁ホームページに掲載

して事故防止の啓発を行っている。【参考資料１】 

 

３ 火災・事故防止に資する防災情報データベースの公開 

  消防庁特殊災害室は、事業所における事故防止及び被害拡大防止に資する方策と

して、「火災・事故防止に資する防災情報データベース」を、関係業界団体、（財）

消防防災科学センター（旧消防科学総合センター）と連携し、平成 22 年１月から

公開している。本データベースは、危険物、化学関係事業所等において発生した火

災や事故の事例について、その事象の概要や再発防止対策をまとめ、データベース

として無償で広く公開することにより、事業所等における事故防止及び被害拡大抑

止に役立ててもらおうとするもので、「消防防災博物館」のホームページから本デ

ータベースにアクセスできる。 

 

２ 



 

 

【データベースの事例から】 

 

 

４ 各種手引き等の作成 

（１）自衛防災組織等の防災活動の手引き（平成 26 年度改訂） 

   石油コンビナートにおける災害対応は、自衛防災組織等による迅速かつ適切な

対応が極めて重要であることから、消防庁では、昭和５８年に「自衛防災組織等

の防災活動の手引き（屋外タンク編）」を、昭和５９年に「自衛防災組織等の防災

活動の手引き（プラント編）」をそれぞれ作成し、特定事業者の防災体制の整備や

防災活動等の参考としてきた。その後、東日本大震災をはじめとする様々な大規

模災害等の教訓を踏まえて、石油コンビナート等災害防止法等の関係法令が改正

されるなど、自衛防災組織等に関係する制度が見直されるとともに、防災活動の

ための多くの知見が蓄積されたことから、手引きを抜本的に改定した。 

【参考資料２】 

（２）自衛防災組織等の防災要員のための標準的な教育テキスト（平成 30 年度発行） 

   石油コンビナートの事故は、甚大な人的・経済的被害に発展する可能性がある

ため、石油コンビナートの防災体制を担う防災要員には、危険物災害に対する基

本的な知識と対応技術が求められる。その教育訓練等については、特定事業者の

責任により実施するものであるが、団塊の世代の大量退職などにより、経験豊か

なベテラン職員が少なくなり、若い職員に事故や災害への対応方法等を継承する

ことが、全国的に難しくなってきている。そこで、①防災要員の教育訓練に活用
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できる視覚的にわかりやすいものとすること、②安全管理を基本とした災害発生

時の初動対応（異常現象の発見、通報、防災活動）や公設消防との連携等、防災

要員として必要な知識や技術を盛り込むこと、③新任者にも経験者にも活用でき

るテキストとすることの３点を踏まえた「自衛防災組織等の防災要員のための標

準的な教育テキスト」が作成された。【参考資料３】 

 

 

 

【自衛防災組織等の防災要員のための標準的な教育テキストから】 
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